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東証マザーズ上場 日本メディカルネットコミュニケーションズグループ

常に新しい情報を載せています。
さらに詳しくお知りになりたい方は、
「ガイドデントホームページ」又は、

「フリーダイヤル」へ。

0120-418-367
受付時間 平日10:00～18:00



ガイドデント認定の歯科医師によるインプラント治療を受けて
いただいた患者様に対し、インプラント体埋入手術後10年間、
万が一再治療必要になった場合、インプラント保証規約に基
づきガイドデント認定歯科医師が責任を持って再治療を行い
ます。

当院は90以上にもおよぶ審査項目からなるスコアリングシステ
ムによる評価に基づきガイドデントの認定を受けております。
認定された歯科医師によるインプラント治療は引受保証会社
である株式会社ガイドデントと海外の優良再保証期間の保証
を受けるに値する優れたインプラント治療であると言えます。
長期間使用するインプラントですので、万が一の場合に備え
て第三者機関の保証制度があることで確かな安心をお届け
できます。

患者様の転居等による地理的な条件で、主治医による再治療
ができない場合は、認定ドクターのネットワークにより医師をご紹
介いたします。
ご転居等による転院後も、患者様に安心して治療を受けて頂
けるように、日本全国のガイドデント認定医師間で連携を取りな
がら、ネットワークの充実を図ってまいります。

インプラント治療は、定期メンテナンスによってその効果を最大
限に、また、長期間安定した状態を維持することが可能です。
そのためにも患者様による定期メンテナンスのご協力が必要
条件となります。この保証システムは患者様が術後の定期検診
を受けていただくことが再治療を受けられる条件となっており
歯科医師と患者様の双方が協力し合って良好な治療結果を
長期間維持する理想的な術後環境を前提に成り立っています。

ガイドデント認定の歯科医師によってインプ
ラントの治療が完了した時点で、患者様に
「インプラント１０年保証書」が発行されま
す。下記のような場合、保証書記載の保証
限度額を上限に無償で再治療を受けるこ
とができます。

●かたい物を噛んだ際に、上部構造が破折した。
●所定の定期メンテナンスを受けていたが、インプラント体が
　脱落また破折してしまった。

再治療ネットワーク
ご利用の場合の
保証限度額

株式会社ガイドデント

保証部位

インプラント体

上部構造

保証限度額

200,000円

100,000円

ただし、再治療ネットワークにより他の認定会員の紹介を受け
再治療を行う場合は、保証書記載の保証限度額にかかわら
ず下表の保証限度額を上限に無償で再治療を行います。

※１インプラントあたり

保証適用例

※定期メンテナンスは、インプラント手術日から２年間は１年間に２回、
　３年目以降１０年目までは１年間に１回受診していただきます。
　定期メンテナンスを受診されない場合には、保証の対象外となります
　ので十分にご注意ください。


